
寒 川 町 介 護 保 険 法 施 行 細 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 等 の 額 ) (特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 等 の 額 ) 

第 1 5条  次 に 掲 げ る 介 護 給 付 又 は 予 防 給

付 の 額 は 、厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に

よ り 算 定 し た 費 用 の 額 の 10 0分 の 90 (法

第 49条 の 2                         

の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ つ て は 100

分 の 80                             

                                   

             )に 相 当 す る 額 と す る 。  

第 15条  次 に 掲 げ る 介 護 給 付 又 は 予 防 給

付 の 額 は 、厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に

よ り 算 定 し た 費 用 の 額 の 10 0分 の 90 (法

法 第 49条 の 2第 1項 又 は 第 59条 の 2第 1項

の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ つ て は 100

分 の 80、法 第 49条 の 2第 2項 又 は 第 59条 の

2第 2項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ

て は 100分 の 70)に 相 当 す る 額 と す る 。  

(1)～ (5) （ 略 ）  (1)～ (5) （ 略 ）  

2～ 4 （ 略 ）  2～ 4 （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 
附  則  

(施 行 期 日 ) 

1 こ の 規 則 は 、 平 成 30年 8月 1日 か ら 施 行

す る 。  

(保 険 給 付 に 関 す る 経 過 措 置 ) 

2  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 行 わ れ た こ

の 規 則 に よ る 改 正 前 の 寒 川 町 介 護 保 険

法 施 行 細 則 の 規 定 に よ る 居 宅 サ ー ビ ス

(こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 含 む 。)、地

域 密 着 型 サ ー ビ ス (こ れ に 相 当 す る サ ー

ビ ス を 含 む 。 )、 施 設 サ ー ビ ス 、 介 護 予

防 サ ー ビ ス (こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を

含 む 。 )、 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス

(こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 含 む 。)及 び

住 宅 改 修 に 係 る 保 険 給 付 に つ い て は 、な

お 従 前 の 例 に よ る 。  

 


